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令 和４年７ 月２６ 日 

 



 

会 議 録 

 

会議の名称 第２９回 所沢市開発審査会 

開催日時 
令和４年７月２６日（火） 

 午前１０時０５分から午前１１時０５分まで 

開催場所 市庁舎 低層棟２階 ２０２会議室 

出席者の氏名 

会長 志摩 勇（法律分野） 

委員 神山 喜久男（経済分野）  

栗原 洋（経済分野）  

齊藤 祐子（建築分野） 

欠席者の氏名 矢嶋 賢一（行政・建築分野） 

説明者の職・氏名 主任 森田 惇 

議題 
１ 議案第８３号 市街化調整区域における「学校」の建築

を目的とする開発行為について 

会議資料 

①  第２９回所沢市開発審査会次第 

② 所沢市開発審査会委員名簿 

③ 所沢市開発審査会条例 

④ 所沢市開発審査会運営要領 

⑤ 第２９回所沢市開発審査会（議案・資料） 

担当部課名 

埜澤街づくり計画部長 

畑中街づくり計画部次長 

開発指導課 

 河口開発指導課長、樋口主幹、杉山主査、森田主任 

塚原主任、井ノ上主任 

（事務局）街づくり計画部開発指導課   電話 04-2998-9379 

 

 

 

 

 



 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 
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開会  

開会にあたり、審査会の会議成立の報告後、審議に入った。 

会長の議事進行により、議事録の署名委員に齊藤委員が指名され

た。 

 

議題１ 議案第８３号 市街化調整区域における「学校」の建築を  

目的とする開発行為について 

 

資料に基づき説明する。 

 

【質疑応答】 

 

今回の申請者による学校で、加須市とさいたま市岩槻区にある、

両校の現在の概要を教えていただきたい。 

 

まず、岩槻区の学校ですが、所沢市で予定されている学校と同様、

小中高一貫校となっております。岩槻区の現在の生徒数は、定員数

が３，６００名、所沢市は２，８８０名のため、所沢市の方が人数

は少なくなっております。小中高それぞれの内訳は、岩槻区の小学

校は、現在６３０名程度。所沢市は、１クラス３０名、１学年４ク

ラス編成、それが６学年あるということで、７２０名となります。

また、岩槻区の中学校は１，１５０名程度。所沢市は１学年３６０

名の３学年で１，０８０名となり、岩槻区の方が少し多いことにな

ります。高等学校は、岩槻区で１，８２０名程度、これに対して所

沢市は中学校の規模と同じで１，０８０名のため、ここで岩槻区の

方が６００名以上多くなっています。加須市は、小学校がなく、中

高一貫校となっているため、岩槻区、所沢市よりも人数は少なくな

ります。加須市の現在通っている中学生は３５０名程度、高校生は

４５０名程度になっています。そのため、敷地面積につきましては、

所沢市より加須市の方が小さくなっています。岩槻区の敷地面積は

生徒数が多いこと、また、第４グラウンドまで用意されているなど

様々な設備が伴っていることから、所沢市より大きくなっていま

す。 

 

統廃合みたいな形で一つにまとめようということがあるのでし

ょうか。県西部地域で入学希望者が見込まれるなら、期待したいと

思っております。 

  

開発事業区域の北側の防風林について、土地がどのような所有形

態であるか、今後それがずっと残る可能性があるのか、説明をお願

いします。 

 

北側の防風林は、開智学園の所有ではないですが、今後、生徒が

自然と触れ合う場所にしたいと聞いております。防風林を管轄する
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埼玉県から防風林の解除は非常に困難であるということも聞いて

おります。加えて、開智学園としても、自然豊かな場所ありきでの

話のため、防風林を解除して欲しくないということも聞いていま

す。 

 

防風林は、道路に囲まれた環境の中で大きな役割を果たしている

と思います。角地にあり、今までは農地のための防風林だったと思

うのですが、その１箇所が開発されることで、民間施設のための役

割に変わっていくことと思います。一つの民間施設のための役割に

変わるということでも解除は難しいと理解してよろしいでしょう

か。 

 

おっしゃるとおりです。 

 

２点目は、緑地面積について、これだけの農地部分が開発される

ことになりますが、示されている高木と芝生の面積で、緑地の規定

は満たしていると理解してよろしいですか。 

 

埼玉県西部環境管理事務所と協議をしており、規定を満たしてい

ます。 

 

資料１７ページで全体のレイアウトがあり、その右側に緑化種別

の凡例が書かれています。同ページの図面の中心にあるグラウンド

部分が芝生になります。それよりもさらに６０ｃｍ下がった大きな

グラウンドがあり、この周辺を囲むように、高木が植えられ、その

下に芝生も植えられます。校舎の北側と敷地との境界線、こちらに

も植樹帯を設けており、全体として緑化面積をクリアしています。 

 

もう１点、雨水の排水は、敷地内処理で、道路周辺に雨水が放流

しないように指導が行われていると思います。通常ですと、建物の

下などに一時的な雨水貯水槽を設けることが多いと思うのですが、

今回は南側のグラウンド部分が貯水槽に当たるという理解でよろ

しいですか。 

 

貯水槽などの構造物ではないのですけれども、グラウンド部分に

自然に浸透させる手法がありますので、広大な面積を使用して、そ

の場で貯留するというような形をとっています。 

 

グラウンドの東側は、現況、畑になっていますか。 

 

畑です。 

 

将来的に開発の対象になるような予定はあるのですか。 

 

そのような話は聞いておりません。 
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防風林は、別に所有者がいることから、借地契約とか、使用許可

がなくても大丈夫でしょうか。防風林の所有者と申請者の間で、何

かしらの契約などはあるべきです。 

 

学校側とその代理人から防風林の所有者に既に話はしているよ

うです。 

 

防風林の解除は、学校が完成した後に、この辺の状況がどのよう

に変わるかわからないため、その辺までは見定めるということで

す。 

 

防風林は、この地域の中で大きな役割を果たしていたと思いま

す。この学校ができることで開発が促進されて、その地域の中でそ

の防風林がなくなることのきっかけにならないよう進められるこ

とが望ましいのではないかと考えております。 

 

今回、防風林の南側に学校ができるのですが、その西側にも畑が

残っており、そちらへの影響もあるため、学校ができることによっ

て、この防風林が解除されることはないと聞いております。 

 

今は周りに農地がたくさんあります。例えば校庭に一時間当たり

５０ミリの雨が降った場合、水が流れ出ない高さはどの程度でしょ

うか。 

 

グラウンドは６０ｃｍ程低くなっており、その周りを擁壁、ブロ

ックで囲います。高さは、最大で１．５ｍほど低くなるところがあ

ります。北に進むにつれて少しブロックの高さは、狭くなりますが、

それでも１ｍほどは用意されているので、莫大な量が降らない限り

は大丈夫だと思っています。 

 

わかりました。 

 

周りの農地は、校庭のＧＬ（グラウンドライン）：地盤面の高さ

よりも６０ｃｍ高く、その上にさらに擁壁があるので、合計すると

６０ｃｍ以上、雨水が外に出ないぐらいの高さはあるということで

す。 

 

一般的な市街化調整区域の開発について、当市における都市計画

法第３４条運用基準において、開発区域の規模３，０００㎡以下、

建築物の高さ１０ｍ以下、本事案は、市長が指定する路線、市道２

－８６９号線沿いですが、一般的には路線境から奥行５０ｍという

規定があるかと思います。本事案は、いずれも超過しているという

点について、これは学校という特殊性から、許可するとなれば、や

むを得ないことと考えていくようでしょうか。 

 

都市計画法第３４条の立地基準は、いくつかありますが、今回、
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志摩会長 

個別付議させていただいた、規模が大きく学校の建築に係る立地基

準はないため、この審査会で意見を伺っております。 

 

第６次所沢市総合計画では、令和１０年度まで、教育環境の充実

を図るため、特色ある私立学校の誘致を掲げています。名乗りをあ

げられた申請者には、感謝したいと思います。近くに、ところざわ

サクラタウンもあり、連携して発展できるのではないかと考えま

す。審議の中で、市街化を促進する要素は考えづらく、また、これ

だけのまとまった面積を地価の高い市街化区域に要請するのもい

かがなものかと思います。申請地は適地であるとの考えに基づき、

本件について、許可相当と考えます。 

 

議案第８３号につきまして、諮問案のとおり、開発行為の許可が

相当であるということでよろしいでしょうか。 

 

【採決】 

委員全員の賛成により、許可が相当と認められた。 

 

閉会 

 

 

 


